
一

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
〜
十
二

（
略
）

一
〜
十
二

（
略
）

十
三

引
受
人

法
第
十
五
条
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

十
三

引
受
人

法
第
十
三
条
第
六
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
引
受
人
を
い
う
。

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
引
受
人
を
い
う
。

十
三
の
二
〜
十
五
の
二

（
略
）

十
三
の
二
〜
十
五
の
二

（
略
）

十
六

届
出
仮
目
論
見
書

法
第
十
三
条
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て

十
六

届
出
仮
目
論
見
書

法
第
十
三
条
第
三
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
目
論
見
書
の
う
ち

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
目
論
見
書
を
い
う

、
当
該
目
論
見
書
に
係
る
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
に
関
し
、
法
第
四

。

条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
効
力
を
生
じ
る
日
前
に
お
い

て
使
用
す
る
も
の
を
い
う
。

十
六
の
二
〜
三
十
一

（
略
）

十
六
の
二
〜
三
十
一

（
略
）

（
届
出
を
要
し
な
い
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
）

（
届
出
を
要
し
な
い
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
）

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総

額
が
一
億
円
未
満
の
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

額
が
一
億
円
未
満
の
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
募
集
又
は
売
出
し
と
す
る
。

の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
募
集
又
は
売
出
し
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額

二

募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額
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（
当
該
有
価
証
券
が
新
株
予
約
権
証
券
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
新
株
予
約

（
当
該
有
価
証
券
が
新
株
予
約
権
証
券
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
新
株
予
約

権
証
券
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額
に
当
該
新
株
予
約
権
証
券
に
係

権
証
券
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額
に
当
該
新
株
予
約
権
証
券
に
係

る
新
株
予
約
権
の
行
使
に
際
し
て
払
い
込
む
べ
き
金
額
の
合
計
額
を
合
算
し

る
新
株
予
約
権
の
行
使
に
際
し
て
払
い
込
む
べ
き
金
額
の
合
計
額
を
合
算
し

た
金
額
。
以
下
こ
の
条
、
第
九
条
の
二
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
十

た
金
額
。
以
下
こ
の
条
、
第
九
条
の
二
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
十

九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
当
該

九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
当
該

募
集
又
は
売
出
し
を
開
始
す
る
日
前
一
年
以
内
に
行
わ
れ
た
募
集
又
は
売
出

募
集
又
は
売
出
し
を
開
始
す
る
日
前
二
年
以
内
に
行
わ
れ
た
募
集
又
は
売
出

し
（
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
及
び
当
該
届
出
前

し
（
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
及
び
当
該
届
出
前

に
し
た
も
の
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
発
行
登
録

に
し
た
も
の
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
発
行
登
録

追
補
書
類
を
提
出
し
た
も
の
及
び
当
該
提
出
前
に
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に

追
補
書
類
を
提
出
し
た
も
の
及
び
当
該
提
出
前
に
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に

係
る
当
該
有
価
証
券
と
同
一
の
種
類
の
有
価
証
券
（
こ
の
条
に
お
い
て
新
株

係
る
当
該
有
価
証
券
と
同
一
の
種
類
の
有
価
証
券
（
こ
の
条
に
お
い
て
新
株

予
約
権
付
社
債
券
は
、
前
条
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
号

予
約
権
付
社
債
券
は
、
前
条
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
号

ハ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
と
同
一
の
種
類
の
有
価
証
券
と
み
な
す
。
）
の
発
行

ハ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
と
同
一
の
種
類
の
有
価
証
券
と
み
な
す
。
）
の
発
行

価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額
を
合
算
し
た
金
額
が
一
億
円
以
上
と
な
る
場
合

価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額
を
合
算
し
た
金
額
が
一
億
円
以
上
と
な
る
場
合

に
お
け
る
当
該
募
集
又
は
売
出
し

に
お
け
る
当
該
募
集
又
は
売
出
し

三
〜
八

（
略
）

三
〜
八

（
略
）

（
開
示
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
）

（
開
示
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
）

第
六
条
の
二

法
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次

第
六
条
の
二

法
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次

に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

当
該
有
価
証
券
と
同
一
の
発
行
に
係
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
既
に
行
わ
れ

一

当
該
有
価
証
券
と
同
一
の
発
行
に
係
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
既
に
行
わ
れ

た
売
出
し
又
は
当
該
有
価
証
券
と
同
種
の
有
価
証
券
（
定
義
府
令
第
六
条
第

た
売
出
し
又
は
当
該
有
価
証
券
と
同
種
の
有
価
証
券
（
定
義
府
令
第
六
条
各

一
項
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項

号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
が
当
該

が
当
該
有
価
証
券
と
同
一
で
あ
る
他
の
有
価
証
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

有
価
証
券
と
同
一
で
あ
る
他
の
有
価
証
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
既
に
行
わ
れ
た
募
集
若
し
く
は
売
出
し
に
関
す

同
じ
。
）
に
つ
い
て
既
に
行
わ
れ
た
募
集
若
し
く
は
売
出
し
に
関
す
る
法
第
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る
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
そ
の
効
力
を
生
じ

四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
そ
の
効
力
を
生
じ
て
い
る

て
い
る
場
合
（
当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
が
法
第
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し

場
合
（
当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
が
法
第
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規

書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

（
有
価
証
券
届
出
書
の
記
載
の
特
例
）

（
有
価
証
券
届
出
書
の
記
載
の
特
例
）

第
九
条

法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
九
条

法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、
同
項
た
だ
し
書
及
び
法
第
十
三

る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内

条
第
二
項
た
だ
し
書
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

。一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

（
組
込
方
式
に
よ
る
有
価
証
券
届
出
書
）

（
組
込
方
式
に
よ
る
有
価
証
券
届
出
書
）

第
九
条
の
三

（
略
）

第
九
条
の
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
有
価
証
券
届
出
書
を
提
出

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る

し
よ
う
と
す
る
者
が
株
式
移
転
（
当
該
者
の
最
近
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券

者
が
株
式
移
転
（
当
該
者
の
最
近
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出

報
告
書
の
提
出
日
前
二
年
三
月
内
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
設
立

日
前
二
年
三
月
内
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
完
全
親

さ
れ
た
完
全
親
会
社
（
商
法
第
三
百
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
完
全
親
会

会
社
（
商
法
第
三
百
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
完
全
親
会
社
を
い
う
。
第

社
を
い
う
。
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲

十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
法
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
法
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
は
、
当
該
株
式
移
転
に
よ
り
完
全
子
会
社
（
商
法

定
め
る
期
間
は
、
当
該
株
式
移
転
に
よ
り
完
全
子
会
社
（
商
法
第
三
百
五
十
二

－３－



第
三
百
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
完
全
子
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及

条
第
一
項
に
規
定
す
る
完
全
子
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
九
条
第

び
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
つ
た
会
社
（
以
下
こ
の
項
に
お

二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
つ
た
会
社
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
当
該
完

い
て
「
当
該
完
全
子
会
社
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
当
該
株
式
移
転
の
日
の
前

全
子
会
社
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
当
該
株
式
移
転
の
日
の
前
日
に
お
い
て
法

日
に
お
い
て
法
第
五
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
た

第
五
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
た
会
社
（
以
下
こ

会
社
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
適
格
完
全
子
会
社
」
と
い
う
。
）
が
当
該
株

の
項
に
お
い
て
「
適
格
完
全
子
会
社
」
と
い
う
。
）
が
当
該
株
式
移
転
の
日
前

式
移
転
の
日
前
に
提
出
し
た
直
近
の
有
価
証
券
報
告
書
（
適
格
完
全
子
会
社
が

に
提
出
し
た
直
近
の
有
価
証
券
報
告
書
（
適
格
完
全
子
会
社
が
二
以
上
あ
る
場

二
以
上
あ
る
場
合
は
最
初
に
提
出
さ
れ
た
も
の
）
の
提
出
日
か
ら
当
該
有
価
証

合
は
最
初
に
提
出
さ
れ
た
も
の
）
の
提
出
日
か
ら
当
該
有
価
証
券
届
出
書
を
提

券
届
出
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
日
ま
で
の
期
間
と
し
、
同
条
第
三
項
に
規
定

出
し
よ
う
と
す
る
日
ま
で
の
期
間
と
し
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券

す
る
有
価
証
券
報
告
書
の
う
ち
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
期
間
中
に

報
告
書
の
う
ち
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
期
間
中
に
お
い
て
適
格
完

お
い
て
適
格
完
全
子
会
社
及
び
当
該
完
全
親
会
社
が
提
出
し
た
有
価
証
券
報
告

全
子
会
社
及
び
当
該
完
全
親
会
社
が
提
出
し
た
有
価
証
券
報
告
書
（
前
項
に
規

書
（
前
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

（
参
照
方
式
に
よ
る
有
価
証
券
届
出
書
）

（
参
照
方
式
に
よ
る
有
価
証
券
届
出
書
）

第
九
条
の
四

（
略
）

第
九
条
の
四

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

法
第
五
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の

５

法
第
五
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。

各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。

一

有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
本
邦
の
証
券
取
引
所
に

一

有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
証
券
取
引
所
に
上
場
さ

上
場
さ
れ
て
い
る
株
券
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
上
場
株
券
」
と
い
う
。

れ
て
い
る
株
券
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
上
場
株
券
」
と
い
う
。
）
又
は

）
又
は
証
券
業
協
会
に
店
頭
売
買
有
価
証
券
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
株
券

証
券
業
協
会
に
店
頭
売
買
有
価
証
券
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
株
券
（
以
下

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
店
頭
登
録
株
券
」
と
い
う
。
）
を
発
行
し
て
お

こ
の
項
に
お
い
て
「
店
頭
登
録
株
券
」
と
い
う
。
）
を
発
行
し
て
お
り
、
か

り
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
。

つ
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
。
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イ
〜
ヘ

（
略
）

イ
〜
ヘ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
有
価
証
券
届
出
書
の
添
付
書
類
）

（
有
価
証
券
届
出
書
の
添
付
書
類
）

第
十
条

法
第
五
条
第
五
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

第
十
条

法
第
五
条
第
五
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
届
出
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
（
次
条
に
お
い
て

。
）
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
届
出
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
（
次
条
に
お
い
て

「
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号

「
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
有
価
証
券
届
出
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す

に
掲
げ
る
有
価
証
券
届
出
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
号
ホ
か
ら
ト
ま
で
（
第
五
号
又
は
第
六
号
に

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
号
ホ
か
ら
ト
ま
で
（
第
五
号
又
は
第
六
号
に

お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
書
類
を
有
価
証
券
届
出
書
に
添

お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
書
類
を
有
価
証
券
届
出
書
に
添

付
で
き
な
い
と
き
に
は
、
当
該
有
価
証
券
届
出
書
の
提
出
の
日
以
後
届
出
が
そ

付
で
き
な
い
と
き
に
は
、
当
該
有
価
証
券
届
出
書
の
提
出
の
日
以
後
届
出
が
そ

の
効
力
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
日
の
前
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
効
力
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
日
の
前
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
二
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書

一

第
二
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

（
削
る
）

ハ

法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
内
容
を
省
略
し
た
届
出
仮
目

論
見
書
を
使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
届
出
仮
目
論
見
書

ハ
〜
ト

（
略
）

ニ
〜
チ

（
略
）

二

第
二
号
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書

二

第
二
号
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

前
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

ロ

前
号
ロ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

三

第
二
号
の
三
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書

三

第
二
号
の
三
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

第
一
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

ロ

第
一
号
ロ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
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ハ
〜
ヘ

（
略
）

ハ
〜
ヘ

（
略
）

三
の
二
〜
六

（
略
）

三
の
二
〜
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
届
出
を
要
す
る
有
価
証
券
に
係
る
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
論
見
書
の

（
届
出
目
論
見
書
等
の
記
載
内
容
）

記
載
内
容
）

第
十
二
条

法
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
イ
⑴
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用

第
十
二
条

法
第
十
三
条
第
二
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
届
出
目
論
見
書
又
は
届
出
仮
目
論
見
書
に
記
載
す
べ

に
掲
げ
る
発
行
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。
た
だ

き
事
項
か
ら
除
く
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
二
号
様
式
第

し
、
法
第
二
十
五
条
第
四
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

四
部
、
第
二
号
の
四
様
式
第
三
部
、
第
二
号
の
五
様
式
第
五
部
又
は
第
七
号
様

む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た

式
第
四
部
に
掲
げ
る
事
項
及
び
法
第
二
十
五
条
第
四
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お

事
項
を
除
く
。

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に

一

内
国
会
社

供
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
と
す
る
。

イ

第
二
号
様
式
第
一
部
か
ら
第
三
部
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

ロ

第
二
号
の
二
様
式
第
一
部
か
ら
第
五
部
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

ハ

第
二
号
の
三
様
式
第
一
部
か
ら
第
四
部
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

ニ

第
二
号
の
四
様
式
第
一
部
、
第
二
部
及
び
第
四
部
に
掲
げ
る
事
項

ホ

第
二
号
の
五
様
式
第
一
部
か
ら
第
四
部
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二

外
国
会
社

イ

第
七
号
様
式
第
一
部
か
ら
第
三
部
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

ロ

第
七
号
の
二
様
式
第
一
部
か
ら
第
五
部
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

ハ

第
七
号
の
三
様
式
第
一
部
か
ら
第
四
部
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（
参
照
方
式
に
よ
る
目
論
見
書
に
係
る
要
件
）

－６－



（
削
る
）

第
十
二
条
の
二

法
第
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
要
件
は
、
法
第
五
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満
た

す
者
が
作
成
す
る
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
既
に
開
示
さ
れ
た
有
価
証

券
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
届
出
仮
目
論
見
書
の
記
載
内
容
の
一
部
省
略
）

（
削
る
）

第
十
三
条

法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
届
出
仮
目
論
見
書
の
記
載
内

容
の
う
ち
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
発
行
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項

以
外
の
事
項
及
び
第
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
い
で
有
価
証
券
届

出
書
を
提
出
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
有
価
証
券
届
出
書
に
記
載
さ
れ
て
い
な

い
事
項
と
す
る
。

一

内
国
会
社

イ

発
行
価
格
又
は
売
出
価
格

ロ

利
率
及
び
償
還
期
限

ハ

新
規
発
行
に
よ
る
手
取
金
の
額
及
び
使
途

ニ

資
本
金
（
相
互
会
社
に
あ
つ
て
は
、
基
金
（
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法

律
第
百
五
号
）
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
基
金
償
却
積
立
金
を
含
む
。
）

の
総
額
。
以
下
「
基
金
等
の
総
額
」
と
い
う
。
）
の
推
移

ホ

一
株
（
優
先
出
資
に
あ
つ
て
は
、
一
口
。
以
下
同
じ
。
）
当
り
配
当
額

及
び
配
当
性
向

ヘ

株
価
（
優
先
出
資
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
価
格
。
以
下
同
じ
。
）
の
推
移

ト

重
要
な
設
備
の
新
設
、
拡
充
若
し
く
は
改
修
又
は
こ
れ
ら
の
計
画
（
新
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規
発
行
に
よ
る
手
取
金
が
使
用
さ
れ
な
い
も
の
を
除
く
。
）

チ

連
結
損
益
計
算
書
及
び
損
益
計
算
書
の
う
ち
、
売
上
高
及
び
当
期
純
利

益
又
は
当
期
純
損
失

二

外
国
会
社

イ

前
号
に
掲
げ
る
事
項

ロ

本
国
に
お
け
る
法
制
等
の
概
要

ハ

本
邦
に
お
け
る
株
式
事
務
等
の
概
要
の
う
ち
、
株
主
の
権
利
行
使
の
手

続
等

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
内
容
は
、
届
出
仮
目
論
見
書
に
要
約
し
て
記
載

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
省
略
し
、
又
は
要
約
し
て
記
載
さ
れ
た
届
出
仮
目
論

見
書
は
、
投
資
者
に
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら

な
い
。

（
届
出
を
要
す
る
有
価
証
券
に
係
る
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
論
見
書
の

（
届
出
目
論
見
書
等
の
特
記
事
項
）

特
記
事
項
）

第
十
三
条

法
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
イ
⑵
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用

第
十
四
条

法
第
十
三
条
第
四
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号

含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
目

に
掲
げ
る
目
論
見
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

論
見
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

届
出
目
論
見
書

一

届
出
目
論
見
書

イ

（
略
）

イ

（
略
）

（
削
る
）

ロ

当
該
有
価
証
券
に
関
し
て
開
示
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
（
法
第
四
条
第

六
項
に
規
定
す
る
開
示
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
お
け
る
有
価
証
券
の
売
出
し
に
係
る
目
論
見
書
の
場
合
に
は
、
法
第
四

－８－



条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
て
い
な
い
旨

ロ

（
略
）

ハ

（
略
）

ハ

法
第
十
三
条
第
三
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

ニ

法
第
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
第
十
条

む
。
以
下
同
じ
。
）
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
第
十
条
第
一
項
第
三

第
一
項
第
三
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項

号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項

二

届
出
仮
目
論
見
書

二

届
出
仮
目
論
見
書
（
次
号
に
掲
げ
る
届
出
仮
目
論
見
書
を
除
く
。
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

（
削
る
）

ロ

当
該
有
価
証
券
に
関
し
て
開
示
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
有
価

証
券
の
売
出
し
に
係
る
仮
目
論
見
書
の
場
合
に
は
、
法
第
四
条
第
一
項
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
て
い
な
い
旨

ロ

（
略
）

ハ

（
略
）

ハ

前
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
項

ニ

前
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
事
項

（
削
る
）

三

前
条
の
規
定
に
よ
り
省
略
し
、
又
は
要
約
し
て
記
載
さ
れ
た
届
出
仮
目
論

見
書

イ

前
号
に
掲
げ
る
事
項

ロ

当
該
届
出
仮
目
論
見
書
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
省
略
し
、
又
は
要
約
し

て
記
載
さ
れ
て
い
る
旨

ハ

当
該
有
価
証
券
を
取
得
さ
せ
、
又
は
売
り
付
け
る
場
合
に
は
、
届
出
目

論
見
書
を
あ
ら
か
じ
め
又
は
同
時
に
交
付
す
る
旨

２

前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
二
号
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合
を

２

前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
お
い
て
引
用

含
む
。
）
は
、
届
出
目
論
見
書
又
は
届
出
仮
目
論
見
書
の
参
照
情
報
の
次
に
、

す
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
届
出
目
論
見
書
又
は
届
出
仮
目
論
見
書
の
参
照
情

そ
れ
以
外
の
事
項
は
、
届
出
目
論
見
書
若
し
く
は
届
出
仮
目
論
見
書
の
表
紙
又

報
の
次
に
、
そ
れ
以
外
の
事
項
は
、
届
出
目
論
見
書
若
し
く
は
届
出
仮
目
論
見

は
そ
の
他
の
見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
の
表
紙
又
は
そ
の
他
の
見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

－９－



（
既
に
開
示
さ
れ
た
有
価
証
券
に
係
る
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
論
見
書

の
特
記
事
項
）

第
十
四
条

法
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
ロ
⑵
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用

（
新
設
）

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
法
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
以

外
の
事
項
で
あ
つ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
目
論

見
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

届
出
目
論
見
書

イ

有
価
証
券
の
売
出
し
に
係
る
目
論
見
書
の
場
合
に
は
、
法
第
四
条
第
一

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
て
い
な
い
旨

ロ

当
該
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
は
、
外
国
為
替
相
場
の
変
動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

ハ

法
第
十
三
条
第
三
項
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
第
十
条
第
一
項
第

三
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項

二

届
出
仮
目
論
見
書

イ

有
価
証
券
の
売
出
し
に
係
る
仮
目
論
見
書
の
場
合
に
は
、
法
第
四
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
て
い
な
い
旨

ロ

記
載
さ
れ
た
内
容
に
つ
き
、
訂
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
旨

ニ

前
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
項

２

前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
二
号
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
は
、
届
出
目
論
見
書
又
は
届
出
仮
目
論
見
書
の
参
照
情
報
の
次
に
、

そ
れ
以
外
の
事
項
は
、
届
出
目
論
見
書
又
は
届
出
仮
目
論
見
書
の
表
紙
そ
の
他

の
見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
行
価
格
等
の
公
表
の
方
法
）

（
目
論
見
書
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）
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第
十
四
条
の
二

法
第
十
五
条
第
五
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
十
四
条
の
二

法
第
十
五
条
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
十
二
第
三
項
に
お
い

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

て
準
用
し
、
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

と
す
る
。

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

一

国
内
に
お
い
て
時
事
に
関
す
る
事
項
を
総
合
し
て
報
道
す
る
日
刊
新
聞
紙

場
合
は
、
発
行
者
、
有
価
証
券
の
売
出
し
を
す
る
者
、
引
受
人
、
法
第
十
五
条

並
び
に
国
内
に
お
い
て
産
業
及
び
経
済
に
関
す
る
事
項
を
全
般
的
に
報
道
す

第
一
項
に
規
定
す
る
証
券
会
社
又
は
同
項
に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
が
、
適

る
日
刊
新
聞
紙
（
次
号
に
お
い
て
「
日
刊
新
聞
紙
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
二

格
機
関
投
資
家
に
取
得
さ
せ
、
又
は
売
り
付
け
る
場
合
（
当
該
適
格
機
関
投
資

以
上
に
掲
載
す
る
方
法

家
か
ら
当
該
目
論
見
書
の
交
付
を
求
め
ら
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
と
す
る
。

二

日
刊
新
聞
紙
の
う
ち
一
以
上
に
掲
載
し
、
か
つ
、
発
行
者
又
は
引
受
証
券

会
社
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た

事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
閲
覧
に
供
す
る
方
法

２

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
有
価
証
券
を
募
集
又
は
売
出
し
に
よ
り
取
得
さ
せ
、
又
は
売
り

付
け
よ
う
と
す
る
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
閲
覧
可
能
な
状
態
を
維
持
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
行
登
録
追
補
書
類
の
提
出
を
要
し
な
い
有
価
証
券
）

（
発
行
登
録
追
補
書
類
の
提
出
を
要
し
な
い
有
価
証
券
）

第
十
四
条
の
九
の
二

令
第
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
十
四
条
の
九
の
二

令
第
三
条
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

め
る
も
の
は
、
振
替
外
債
（
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法

も
の
は
、
振
替
外
債
（
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第

律
第
七
十
五
号
）
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
六
条
（
第

七
十
五
号
）
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
六
条
（
第
一
号

一
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
振
替
外
債
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
振
替
外
債
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

じ
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
も
の
（
第
十
四
条

）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
も
の
（
第
十
四
条
の
十

の
十
五
の
二
に
お
い
て
「
短
期
外
債
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

五
の
二
に
お
い
て
「
短
期
外
債
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

－１１－



（
発
行
登
録
目
論
見
書
等
の
特
記
事
項
）

（
発
行
登
録
目
論
見
書
等
の
特
記
事
項
）

第
十
四
条
の
十
三

法
第
二
十
三
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

第
十
四
条
の
十
三

法
第
二
十
三
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
内
容
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

目
論
見
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

目
論
見
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
少
人
数
向
け
勧
誘
に
係
る
告
知
を
要
し
な
い
有
価
証
券
）

（
少
人
数
向
け
勧
誘
に
係
る
告
知
を
要
し
な
い
有
価
証
券
）

第
十
四
条
の
十
五
の
二

令
第
三
条
の
二
の
三
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
十
四
条
の
十
五
の
二

令
第
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
も
の
は
、
短
期
外
債
と
す
る
。

定
め
る
も
の
は
、
短
期
外
債
と
す
る
。

（
海
外
発
行
証
券
等
の
売
付
け
が
条
件
付
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
た
め
の
要

（
海
外
発
行
証
券
等
の
売
付
け
が
条
件
付
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
た
め
の
要

件
等
）

件
等
）

第
十
四
条
の
十
六

（
略
）

第
十
四
条
の
十
六

（
略
）

２

法
第
二
十
三
条
の
十
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

２

法
第
二
十
三
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、

要
件
は
、
次
の
各
号
の
す
べ
て
を
満
た
す
こ
と
と
す
る
。

次
の
各
号
の
す
べ
て
を
満
た
す
こ
と
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
有
価
証
券
が
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

二

当
該
有
価
証
券
が
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

イ

証
券
会
社
（
証
券
業
協
会
に
加
入
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

イ

証
券
会
社
（
証
券
業
協
会
に
加
入
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
登
録
金
融
機
関
（
法
第
六
十
五
条
の
二
第
三
項

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
証
券
仲
介
業
者
（
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規

に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
を
い
い
、
証
券
業
協
会
に
加
入
し
て
い
る
も

定
す
る
証
券
仲
介
業
者
を
い
う
。
次
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
適
格
機

の
に
限
る
。
ロ
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
証
券
仲
介
業
者
（
法

関
投
資
家
（
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
を

第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
証
券
仲
介
業
者
を
い
う
。
次
号
ハ
に
お
い

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
者
に
当
該
有
価
証
券
の

て
同
じ
。
）
が
適
格
機
関
投
資
家
（
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す

売
付
け
の
申
込
み
又
は
買
付
け
の
申
込
み
の
勧
誘
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

－１２－



る
適
格
機
関
投
資
家
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の

て
単
に
「
勧
誘
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
証
券
業
協
会
の
規
則

者
に
当
該
有
価
証
券
の
売
付
け
の
申
込
み
又
は
買
付
け
の
申
込
み
の
勧
誘

に
定
め
る
当
該
有
価
証
券
の
内
容
等
を
説
明
し
た
文
書
を
勧
誘
の
相
手
方

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
勧
誘
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
は

に
交
付
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

、
証
券
業
協
会
の
規
則
に
定
め
る
当
該
有
価
証
券
の
内
容
等
を
説
明
し
た

文
書
を
勧
誘
の
相
手
方
に
交
付
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
有
価
証
券
の
保
管
の
委
託
を
受
け
た
証
券
会
社
又
は
登
録
金
融
機

ロ

当
該
有
価
証
券
の
保
管
の
委
託
を
受
け
た
証
券
会
社
が
当
該
委
託
を
し

関
が
当
該
委
託
を
し
た
者
か
ら
請
求
を
受
け
た
場
合
に
は
、
証
券
業
協
会

た
者
か
ら
請
求
を
受
け
た
場
合
に
は
、
証
券
業
協
会
の
規
則
に
定
め
る
当

の
規
則
に
定
め
る
当
該
有
価
証
券
の
内
容
等
を
説
明
し
た
文
書
を
交
付
す

該
有
価
証
券
の
内
容
等
を
説
明
し
た
文
書
を
交
付
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て

べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

い
る
こ
と
。

三

次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
。

三

次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

当
該
勧
誘
の
相
手
方
が
証
券
会
社
又
は
登
録
金
融
機
関
で
あ
る
場
合

イ

当
該
勧
誘
の
相
手
方
が
証
券
会
社
で
あ
る
場
合

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

当
該
勧
誘
を
行
う
者
が
証
券
会
社
、
登
録
金
融
機
関
又
は
証
券
仲
介
業

ハ

当
該
勧
誘
を
行
う
者
が
証
券
会
社
又
は
証
券
仲
介
業
者
で
あ
り
、
か
つ

者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
有
価
証
券
を
買
い
付
け
た
者
が
そ
の
有
価
証
券

、
当
該
有
価
証
券
を
買
い
付
け
た
者
が
そ
の
有
価
証
券
の
保
管
を
証
券
会

の
保
管
を
証
券
会
社
又
は
登
録
金
融
機
関
に
委
託
す
る
こ
と
を
売
付
け
の

社
に
委
託
す
る
こ
と
を
売
付
け
の
条
件
と
し
て
、
当
該
勧
誘
を
行
う
場
合

条
件
と
し
て
、
当
該
勧
誘
を
行
う
場
合
（
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
場
合
を

（
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

除
く
。
）

３
〜
８

（
略
）

３
〜
８

（
略
）

（
目
論
見
書
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
目
論
見
書
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
二
十
三
条
の
二

法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

第
二
十
三
条
の
二

法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
場
合
は
、
同
項
に
規
定
す
る
目
論
見
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単

で
定
め
る
場
合
は
、
同
項
に
規
定
す
る
目
論
見
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単

に
「
目
論
見
書
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
者

に
「
目
論
見
書
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
目
論
見
書
提
供
者
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
第

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
目
論
見
書
提
供
者
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
第
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六
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
目
論
見
書
の
交
付
を
受
け
る

五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
目
論
見
書
の
交
付
を
受
け
る

べ
き
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
目
論
見
書
被
提
供
者
」
と
い
う
。
）
に
対

べ
き
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
目
論
見
書
被
提
供
者
」
と
い
う
。
）
に
対

し
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と

し
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と

い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を

い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を

得
て
い
る
場
合
と
す
る

得
て
い
る
場
合
と
す
る

２

法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法

２

法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法

は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

募
集
若
し
く
は
売
出
し
に
よ
り
取
得
さ
せ
、
又
は
売
り
付
け
よ
う
と
す
る

（
新
設
）

期
間
が
経
過
し
た
後
に
お
い
て
は
、
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
代

え
て
、
目
論
見
書
被
提
供
者
か
ら
目
論
見
書
の
閲
覧
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合

に
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
す
み
や
か
に
交
付
す
る
方
法

イ

第
一
号
イ
に
よ
り
記
載
事
項
を
送
信
す
る
方
法

ロ

第
二
号
に
よ
り
記
載
事
項
を
交
付
す
る
方
法

ハ

記
載
事
項
を
書
面
に
出
力
し
当
該
書
面
を
交
付
す
る
方
法

３

前
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
は
、
次
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

３

前
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
は
、
次
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
項
第
一
号
イ
、
ハ
及
び
ニ
並
び
に
同
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
方
法
（

二

前
項
第
一
号
イ
、
ハ
及
び
ニ
に
規
定
す
る
方
法
（
目
論
見
書
被
提
供
者
の

目
論
見
書
被
提
供
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
目
論
見
書

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
目
論
見
書
被
提
供
者
フ
ァ
イ
ル
に

被
提
供
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て

記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
目
論

は
、
記
載
事
項
を
目
論
見
書
被
提
供
者
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
に
記

見
書
被
提
供
者
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し

録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
目
論
見
書
被
提
供
者
に
対
し
通
知
す
る
も
の

た
旨
を
目
論
見
書
被
提
供
者
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し

で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
目
論
見
書
被
提
供
者
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し

、
目
論
見
書
被
提
供
者
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
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て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
〜
五

（
略
）

三
〜
五

（
略
）

４
〜
６

（
略
）

４
〜
６

（
略
）

（
仮
目
論
見
書
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
の
規
定
の

準
用
）

（
削
る
）

第
二
十
三
条
の
三

前
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
九
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
目
論
見
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
第
二
十
三
条
の
十
三
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
な
け
れ

（
法
第
二
十
三
条
の
十
三
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
書
面
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

ば
な
ら
な
い
書
面
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
二
十
三
条
の
三

法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
九
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
十

第
二
十
三
条
の
四

法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
九
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
十

四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
面
を
除
く
。
次
項
に

四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
面
を
除
く
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
同
条
第
一
項
を
準
用
す
る
場
合
の
内
閣
府
令
で
定

お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
同
条
第
一
項
を
準
用
す
る
場
合
の
内
閣
府
令
で
定

め
る
場
合
は
、
同
項
に
規
定
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に

め
る
場
合
は
、
同
項
に
規
定
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条

お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
文
書
提
供
者
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ

に
お
い
て
「
文
書
提
供
者
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
書
面
の
交
付
を
受
け
る
べ
き
者
（
以
下
こ
の
条
に

ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
書
面
の
交
付
を
受
け
る
べ
き
者
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
文
書
被
交
付
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法

お
い
て
「
文
書
被
交
付
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を

示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
て
い
る
場
合
と
す
る
。

示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
て
い
る
場
合
と
す
る
。

２

法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
九
第
二
項
に
お
い
て
同
条
第
一
項
を
準
用
す
る
場

２

法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
九
第
三
項
に
お
い
て
同
条
第
一
項
を
準
用
す
る
場

合
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

合
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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３
〜
６

（
略
）

３
〜
６

（
略
）

（
法
第
二
十
三
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
法
第
二
十
三
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

書
面
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
の
規
定
の
準
用
）

書
面
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
の
規
定
の
準
用
）

第
二
十
三
条
の
四

第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
（
同
条
第
二
項
第
一
号
ニ
並
び
に

第
二
十
三
条
の
四
の
二

第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
（
同
条
第
二
項
第
一
号
ニ
並

同
条
第
三
項
第
三
号
、
第
四
号
ロ
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
は
、
法
第
二
十
七

び
に
同
条
第
三
項
第
三
号
、
第
四
号
ロ
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
は
、
法
第
二

条
の
三
十
の
九
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付

十
七
条
の
三
十
の
九
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
面
に
限
る
。
）
に
お
い
て
同
条
第
一
項
を
準
用
す
る

交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
面
に
限
る
。
）
に
お
い
て
同
条
第
一
項
を
準
用

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三
条
の
二
第
三
項

す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三
条
の
二
第

第
四
号
中
「
当
該
目
論
見
書
の
提
供
が
あ
つ
た
時
か
ら
」
を
「
当
該
記
載
事
項

三
項
第
四
号
中
「
当
該
目
論
見
書
の
提
供
が
あ
つ
た
時
か
ら
」
を
「
当
該
記
載

に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
つ
た
日
以
後
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
つ
た
日
以
後
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

。

す
る
。
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一 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令（ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号）

改 正 案 現 行

第一号様式 第一号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券通知書 【提出書類】 有価証券通知書

（略） （略）

１～３ （略） １～３ （略）

４【過去１年以内における募集又は売出し】(６) ４【過去２年以内における募集又は売出し】(６)

（略） （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１)～(５) （略） (１)～(５) （略）

(６) 過去１年以内における募集又は売出し (６) 過去２年以内における募集又は売出し

ａ この通知書の提出日前１年以内における募集又は売出し（法第４条第１項本文の規定に ａ この通知書の提出日前２年以内における募集又は売出し（法第４条第１項本文の規定に

より届出をしたもの及び当該届出前にしたものを除く。）について記載すること。 より届出をしたもの及び当該届出前にしたものを除く。）について記載すること。

ｂ～ｄ （略） ｂ～ｄ （略）

(７) （略） (７) （略）
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改 正 案 現 行

第二号様式 第二号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書 【提出書類】 有価証券届出書

（略） （略）

第一部 （略） 第一部 （略）

第二部【企業情報】 第二部【企業情報】

第１～第５ （略） 第１～第５ （略）

第６【提出会社の株式事務の概要】(69) 第６【提出会社の株式事務の概要】(69)

決算期 月 日 決算期 月 日

定時株主総会 月中 定時株主総会 月中

基準日 月 日 株主名簿閉鎖の期間 月 日～ 月 日

株券の種類 基準日 月 日

中間配当基準日 月 日 株券の種類

１単元の株式数 株 中間配当基準日 月 日

株式の名義書換え １単元の株式数 株

取扱場所

代理人 株式の名義書換え

取次所 取扱場所

名義書換手数料 代理人

新券交付手数料 取次所

名義書換手数料

単元未満株式の買取り 新券交付手数料

取扱場所

代理人 単元未満株式の買取り

取次所 取扱場所

買取手数料 代理人

取次所
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買取手数料

公告掲載新聞名

株主に対する特典 公告掲載新聞名

株主に対する特典

第７ （略） 第７ （略）

第三部・第四部 （略） 第三部・第四部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１)～(68) （略） (１)～(68) （略）

(69) 提出会社の株式事務の概要 (69) 提出会社の株式事務の概要

ａ （略） ａ （略）

（削る） ｂ 「株主名簿閉鎖の期間」の欄には、定時株主総会に出席する権利を有する株主を確定す

るため又は配当を受ける優先出資者を確定するために行う株主名簿（優先出資法に規定す

る優先出資者名簿を含む。以下同じ。）閉鎖の期間を記載すること。

ｂ （略） ｃ （略）

ｃ 定款に中間配当をすることができる旨が定められている場合には、商法第293条ノ5第1 ｄ 定款に中間配当をすることができる旨が定められている場合には、商法第293条ノ5第1

項に規定する一定の日を「中間配当基準日」の欄に記載すること。 項に規定する一定の日を「中間配当基準日」の欄に記載すること。

なお、定款に中間配当基準日の翌日から株主名簿を閉鎖する旨を定めている場合には、

株主名簿閉鎖の期間を付記すること。

ｄ・ｅ （略） ｅ・ｆ （略）

ｆ ６箇月を1事業年度とする会社にあつては、「決算期」、「定時株主総会」及び「基準 ｇ 6箇月を1事業年度とする会社にあつては、「決算期」、「定時株主総会」、「株主名簿

日」の各欄は、2事業年度分について記載すること。 の閉鎖の期間」及び「基準日」の各欄は、2事業年度分について記載すること。

ｇ （略） ｈ （略）

(70)～(77) （略） (70)～(77) （略）

－３－



改 正 案 現 行

第二号の四様式 第二号の四様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書 【提出書類】 有価証券届出書

（略） （略）

第一部 （略） 第一部 （略）

第二部【企業情報】 第二部【企業情報】

第１～第５ （略） 第１～第５ （略）

第６【提出会社の株式事務の概要】 第６【提出会社の株式事務の概要】

決算期 月 日 決算期 月 日

定時株主総会 月中 定時株主総会 月中

基準日 月 日 株主名簿閉鎖の期間 月 日～ 月 日

株券の種類 基準日 月 日

中間配当基準日 月 日 株券の種類

１単元の株式数 株 中間配当基準日 月 日

株式の名義書換え １単元の株式数 株

取扱場所

代理人 株式の名義書換え

取次所 取扱場所

名義書換手数料 代理人

新券交付手数料 取次所

名義書換手数料

単元未満株式の買取り 新券交付手数料

取扱場所

代理人 単元未満株式の買取り

取次所 取扱場所

買取手数料 代理人

取次所

－４－



買取手数料

公告掲載新聞名

株主に対する特典 公告掲載新聞名

株主に対する特典

第７ （略） 第７ （略）

第三部 （略） 第三部 （略）

第四部【株式公開情報】(11) 第四部【株式公開情報】

第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】(12) 第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】(11)

（略） （略）

第２【第三者割当等の概況】(13) 第２【第三者割当等の概況】(12)

（略） （略）

第３【株主の状況】(14) 第３【株主の状況】(13)

（略） （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）

(１)～(10) （略） (１)～(10) （略）

(11) 株式公開情報 （新設）

当該株式が証券業協会におけるグリーンシート銘柄である場合には、「第１ 特別利害関

係者等の株式等の移動状況」及び「第三者割当等の概況」の記載に代えて、最近事業年度末

日の２年前の日から届出書提出日までの間における当該募集又は売出しに係る同銘柄に係る

株式の月別売買高及び月別最高・最低株価を記載すること。

(12) （略） (11) （略）

(13) 第三者割当等の概況 (12) 第三者割当等の概況

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 取得者の株式等の移動状況 ｃ 取得者の株式等の移動状況

(ａ) 最近事業年度の末日の１年前の日から届出書提出日までの間において、ａの取得者が (ａ) 最近事業年度の末日の１年前の日から届出書提出日までの間において、ａの取得者が

当該第三者割当等による株式等の発行により取得した株式等（最近事業年度の末日の１ 当該第三者割当等による株式等の発行により取得した株式等（最近事業年度の末日の１

年前の日から届出書提出日までの間に取得したものに限る。）の譲渡を行つた場合又は 年前の日から届出書提出日までの間に取得したものに限る。）の譲渡を行つた場合又は

返還を受けた場合（新株予約権の行使を含む。）には、（12）に準じて記載すること。 返還を受けた場合（新株予約権の行使を含む。）には、（11）に準じて記載すること。

その他提出会社に対して新株の発行を請求できる権利が存在している場合には、新株予 その他提出会社に対して新株の発行を請求できる権利が存在している場合には、新株予

約権又は新株予約権付社債に準じて記載すること。 約権又は新株予約権付社債に準じて記載すること。

(ｂ) 最近事業年度の末日の１年前の日前に発行された新株予約権又は新株予約権付社債に (ｂ) 最近事業年度の末日の１年前の日前に発行された新株予約権又は新株予約権付社債に

ついて、最近事業年度の末日の１年前の日から届出書提出日までの間に当該新株引受権 ついて、最近事業年度の末日の１年前の日から届出書提出日までの間に当該新株引受権

の行使により取得した株式の譲渡を行つた場合又は返還を受けた場合には、（12）に準 の行使により取得した株式の譲渡を行つた場合又は返還を受けた場合には、（11）に準

じて記載すること。 じて記載すること。

(ｃ) （略） (ｃ) （略）

－５－



(14) 株主の状況 (13) 株主の状況

ａ （略） ａ （略）

ｂ 所有株式数（他人（仮設人名義を含む。）名義のもの及び新株予約権の行使その他提出 ｂ 所有株式数（他人（仮設人名義を含む。）名義のもの及び新株予約権の行使その他提出

会社に対して新株の発行を請求できる権利の行使により発行される可能性のあるものを含 会社に対して新株の発行を請求できる権利の行使により発行される可能性のあるものを含

む。）の多い順に５０名程度について記載し、商法第２４１条第３項の規定により議決権 む。）の多い順に１００名程度について記載し、商法第２４１条第３項の規定により議決

を有しないこととなる株主については、その旨を付記すること。ただし、所有株式数が１ 権を有しないこととなる株主については、その旨を付記すること。ただし、所有株式数が

，０００株以下である者については、所有株式数ごとに人数のみを記載しても差し支えな １，０００株以下である者については、所有株式数ごとに人数のみを記載しても差し支え

い。 ない。

ｃ 個人株主（上位１０名までの株主に含まれる個人株主を除く。）の住所の記載に当たつ （新設）

ては、市区町村名までを記載しても差し支えない。

ｄ～ｇ （略） ｃ～ｆ （略）

－６－



改 正 案 現 行

第二号の五様式 第二号の五様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書 【提出書類】 有価証券届出書

（略） （略）

第一部 （略） 第一部 （略）

第二部【企業情報】 第二部【企業情報】

第１～第４ （略） 第１～第４ （略）

第５【提出会社の株式事務の概要】 第５【提出会社の株式事務の概要】

決算期 月 日 決算期 月 日

定時株主総会 月中 定時株主総会 月中

基準日 月 日 株主名簿閉鎖の期間 月 日～ 月 日

株券の種類 基準日 月 日

中間配当基準日 月 日 株券の種類

１単元の株式数 株 中間配当基準日 月 日

株式の名義書換え １単元の株式数 株

取扱場所

代理人 株式の名義書換え

取次所 取扱場所

名義書換手数料 代理人

新券交付手数料 取次所

名義書換手数料

単元未満株式の買取り 新券交付手数料

取扱場所

代理人 単元未満株式の買取り

取次所 取扱場所

買取手数料 代理人

取次所

－７－



買取手数料

公告掲載新聞名

株主に対する特典 公告掲載新聞名

株主に対する特典

第６ （略） 第６ （略）

第三部・第四部 （略） 第三部・第四部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）

－８－



改 正 案 現 行

第三号様式 第三号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書 【提出書類】 有価証券報告書

（略） （略）

第一部【企業情報】 第一部【企業情報】

第１～第５ （略） 第１～第５ （略）

第６【提出会社の株式事務の概要】(48） 第６【提出会社の株式事務の概要】(48）

決算期 月 日 決算期 月 日

定時株主総会 月中 定時株主総会 月中

基準日 月 日 株主名簿閉鎖の期間 月 日～ 月 日

株券の種類 基準日 月 日

中間配当基準日 月 日 株券の種類

１単元の株式数 株 中間配当基準日 月 日

株式の名義書換え １単元の株式数 株

取扱場所

代理人 株式の名義書換え

取次所 取扱場所

名義書換手数料 代理人

新株交付手数料 取次所

名義書換手数料

単元未満株式の買取り 新株交付手数料

取扱場所

代理人 単元未満株式の買取り

取次所 取扱場所

買取手数料 代理人

取次所

公告掲載新聞名 買取手数料

－９－



公告掲載新聞名

株主に対する特典

株主に対する特典

第７ （略） 第７ （略）

第二部 （略） 第二部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）

－１０－



改 正 案 現 行

第三号の二様式 第三号の二様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書 【提出書類】 有価証券報告書

（略） （略）

第一部【企業情報】 第一部【企業情報】

第１～第４ （略） 第１～第４ （略）

第５【提出会社の株式事務の概要】(30） 第５【提出会社の株式事務の概要】(30）

決算期 月 日 決算期 月 日

定時株主総会 月中 定時株主総会 月中

基準日 月 日 株主名簿閉鎖の期間 月 日～ 月 日

株券の種類 基準日 月 日

中間配当基準日 月 日 株券の種類

１単元の株式数 株 中間配当基準日 月 日

株式の名義書換え １単元の株式数 株

取扱場所

代理人 株式の名義書換え

取次所 取扱場所

名義書換手数料 代理人

新券交付手数料 取次所

名義書換手数料

単元未満株式の買取り 新券交付手数料

取扱場所

代理人 単元未満株式の買取り

取次所 取扱場所

買取手数料 代理人

取次所

公告掲載新聞名 買取手数料

－１１－



株主に対する特典 公告掲載新聞名

株主に対する特典

第６ （略） 第６ （略）

第二部・第三部 （略） 第二部・第三部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）

－１２－



改 正 案 現 行

第四号様式 第四号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書 【提出書類】 有価証券報告書

（略） （略）

第一部 【企業情報】 第一部 【企業情報】

第１～第５ （略） 第１～第５ （略）

第６【提出会社の株式事務の概要】 第６【提出会社の株式事務の概要】

決算期 月 日 決算期 月 日

定時株主総会 月中 定時株主総会 月中

基準日 月 日 株主名簿閉鎖の期間 月 日～ 月 日

株券の種類 基準日 月 日

中間配当基準日 月 日 株券の種類

１単元の株式数 株 中間配当基準日 月 日

株式の名義書換え １単元の株式数 株

取扱場所

代理人 株式の名義書換え

取次所 取扱場所

名義書換手数料 代理人

新券交付手数料 取次所

名義書換手数料

単元未満株式の買取り 新券交付手数料

取扱場所

代理人 単元未満株式の買取り

取次所 取扱場所

買取手数料 代理人

取次所

公告掲載新聞名 買取手数料

－１３－



株主に対する特典 公掲載新聞名

株主に対する特典

第７・第８ （略） 第７・第８ （略）

第二部 （略） 第二部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）

－１４－



改 正 案 現 行

第六号様式 第六号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券通知書 【提出書類】 有価証券通知書

（略） （略）

１～３ （略） １～３ （略）

４【過去１年以内における募集又は売出し】(８) ４【過去２年以内における募集又は売出し】(８)

（略） （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１)～(７) （略） (１)～(７) （略）

(８) 過去１年以内における募集又は売出し (８) 過去２年以内における募集又は売出し

ａ この通知書の提出日前１年以内における募集又は売出し（法第４条第１項本文の規定に ａ この通知書の提出日前２年以内における募集又は売出し（法第４条第１項本文の規定に

より届出をしたもの及び当該届出前にしたものを除く。）について記載すること。 より届出をしたもの及び当該届出前にしたものを除く。）について記載すること。

ｂ～ｄ （略） ｂ～ｄ （略）

(９) （略） (９) （略）

－１５－


